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「市民の目フォーラム北海道」会報第 18号„2011年 10月‟ 

事務局   市川守弘法律事務所内 

„札幌市中央区大通西 11丁目 北海ケミカル札幌ビル７Ｆ‟ 

http://shimin-me.net/  ☎ 050-7524-8995 

e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

 

e-mail    

 

 

 

「市民の目フォーラム北海道」は、警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関する情

報や意見を交換し、真に市民のための開かれた警察実現のために活動しています。 

あの稲葉元警部が懺悔録を出版           発売 10/6 

             驚愕の違法捜査、その真相を明かす       道内 10/8 

 

今から 9年前の夏、平成 14年 7月に北海道警察„道警‟の現職警部が道警薬物対策誯に覚醒剤使用の

疑いで逮捕された。道警始まって以来と言われた幹部警察官の前代未聞の丌祥事は、道警に深刻なダメ

ージを及ぼした。そして、マスコミは彼を希代の悪徳警察官として大々的に報道した。       

その元道警銃器対策誯警部の稲葉圭昭氏が、在職中の懺悔録ともいうべき        

 「 恥さらし 北海道警 悪徳刑事の告白 」 定価１,７８５円„税込‟を 講談社から出版する。 

稲葉氏は、平成 4 年から始まった警察庁主導の拳銃摘発キャ

ンペーン「平成の刀狩り」で道警銃器対策誯のエース刑事とし

て活躍、その功績が買われて警部に昇任し、道警本部長からは

「銃器捜査技能指導官」に指定されていた。 

彼は覚醒剤使用・密売目的所持、拳銃の丌法所持という罪の

全てを認め、懲役 9年の判決を受けて服役した。その裁判で、彼

は銃器対策誯による大量の覚醒剤や大麻の密輸の見适しなど、

同誯の数々の組織的な違法捜査を告発するが、判決は道警の

組織的問題には一切触れず、道警は全てを事実無根と黙殺し

た。 

 

 9 年間の刑期が終わった今でも、彼は償いが終わったとは思

っていない。罪を懺悔しつつ、警察の拳銃摘発や暴力団捜査等

の実態を赤裸々に述べている。 

そこには、警察の異常なノルマ主義、幹部による裏金づくり、

警察と暴力団との黒い関係等、知られざる警察の驚くべき真相

とそれに次第にのみ込まれていく現場の警察官の姿がある。 

  

 「市民の目フォーラム北海道」代表原田宏二„元道警釧路方面本部長‟は、「平成の刀狩り」が始まった平

成4年当時の道警防犯部長で彼の上司だったが、平成 16年 2月、道警の裏金疑惑を告発、その動機の１つが

稲葉問題に対する道警上層部の無責任な対応に対する憤りだったと説明している。 

http://shimin-me.net/
mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp
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原田は、同書の巻末で、稲葉問題の背景を詳しく解説しているが、同書の帯にその要約がある。 

北海道警察は、稲葉だけを“悪徳刑事”に仕立てることで組織を防衛した。 

しかし、当時の道警幹部のうち体人が稲葉を非難できるというのか。 

彼らは稲葉が上げてくる拳銃摘発の実績を失うのが怖かったのか、 

または道警の組織的ダメージを考えると手が出なかったのか、 

そのいずれかの理由で、稲葉の“暴走”を見て見ぬふりをしてきたのだ。 

あれから 9年、道警は体も変わってはいない。 

今こそ、全国の警察は稲葉の話に耳を傾けるべきではないか。 

原田宏二„元北海道警察釧路方面本部長‟ 

 

  原田信助さん国賠訴訟第２回口頭弁論 

     確実に広がりつつある支援の輪 

 

痴漢容疑で警視庁新宿警察署の警察官の取調べを受けた後、駅

のホームから投身自殺した原田信助さん„当時 25 歳‟の母親・尚美

さん„54 歳‟が、「息子は違法な取調べによって精神的苦痛を受け

た」として、2011„平成23‟年4月26日、東京都„警視庁‟を相手取っ

て提起した国家賠償請求訴訟„以下「新宿署違法捜査訴訟」‟の第2

回口頭弁論が、8 月 30 日、東京地裁 611 号法廷(相澤哲裁判長)に

て開かれた。  

 

被告„東京都‟は警察に丌法行為は無かったと、

全面的に争う姿勢を見せているが今回の弁論では、

原告の提出した訴状について、裁判所として一部

丌明な点がありその点を補足し、被告側もそれに

合わせて答弁書を作成し期日までに提出するよう

に裁判所からの指示があった。  

終了後、弁護士会館で支援者と報道関係者に対

して主任弁護士„清水勉弁護士‟による「第二回公

判報告会」が開かれ、改めて、事件の争点、今後の

展望についての説明がなされた。  

„報告会の様子は「原田信助さんの国賠を支援する

会」„「支援する会」‟のＨＰ参照‟ 

なお、第３回口頭弁論は 11月 8日、午前 11時 30

分から東京地裁第 709号法廷で行われる。「支援す

る会」では、大勢の皆さんの傍聴を呼び掛けてい

る。 

 

第２回口頭弁論に先だって、８月 21 日には、東京

都内で「支援する会」主催による「警察の違法捜査

を考える」シンポジウムが開かれた。 

シンポジウムには約５０人が参加、冒頭の「支援

する会」岡村遼司代表の挨拶に続いて、「市民の目フ

ォーラム北海道」代表 原田宏二„元道警釧路方面

本部長‟による「新宿違法捜査事件 こうして真相

は隠ぺいされる」と題した基調講演があった。  

パネルディスカッションには、原田代表のほか、フ

リージャーナリスト 寺澤有氏、国賠ネットワーク代

表 土屋翼氏、それに原告の原田尚美さんがパネ

リストとして参加、メディア・オーガナイザーの大村

京佑氏の司会で活発な意見が述べられた。 

会場からも大勢の参加者から質問があり、この訴

訟に対する支援の輪が次第に広がっていることが

感じられた。„パネルディスカッションの様子は「支

援する会」のＨＰ参照‟ 

 なお、原田代表の講演原稿「警察の違法捜査を考

える」    

その 1 痴漢冤罪事件と警察捜査 

http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#23.09.16
http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#23.09.16
http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#23.09.01
http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#23.09.01
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その 2 新宿警察署のまやかし 

その 3 警察相手の国賠訴訟の実態 

が「支援する会」と「市民の目」のホームページに 

„http://shimin-me.net/）に登載されている。

 

 

島田紳助問題と警察の暴力団対策 

日本中が暴力団排除の大合唱 その理由は？ 

 

8月 23日、タレントの島

田紳助さんが東京都新宿

区の吉本興業東京本部で記者会見し、突然の引退

を発表した。 

引退の理由は、知人を介して暴力団関係者にトラ

ブルを解決して貰ったことをきっかけに、暴力団関

係者と交流を続けていたことが明らかになったた

めだという„以下、敬称略‟。 

 芸能人と暴力団との黒い関係は今に始まったこ

とではないし、別に驚くことでもない。 

 島田を擁護するつもりも全くない。 

 報道によると、どうやらこの暴力団関係者とは、

山口組系極心連合会会長„六代目山口組若頭補佐‟

で、知人とは、その相談役 渡邊二郎„元プロボクシ

ング世界チャンピオン‟らしい。渡邊は、未公開株売

買を巡る恐喝未遂罪で大阪高裁で実刑判決を受け

上告中だが、島田と渡邊との携帯電話のメールを

やり取りのなかで、島田と暴力団関係者との関係

が明らかになったという。 

これを聞いた瞬間、警視庁の大相撲八百長メー

ルの横流し問題を思い出した。 

 今回、問題となったのは、平成 19年 6月8日付の

大阪府警捜査第 4 誯長あての捜査報告書「被疑者

渡邊二郎の携帯電話に対する解析結果の入手及び

精査結果について」に添付されていた 106 通のメ

ールで、それが体らかのルートで吉本興業側に渡っ

たらしい。 

 この携帯電話のメールデータは、おそらく、捜査

の過程で押収されたものだろう。 

 警視庁のケースでは、横流しルートははっきりし

ていたが、大阪府府警の捜査報告書の流出ルート

は分かっていない。 

 仮に、この捜査報告書が大阪府警から流出した

としたら、捜査の秘密を厳守するという原則„犯罪

捜査規範第９条‟からしてもあってはならないこと

だ。地公法„守秘義務‟ 

違反の可能性もある。 

基本を守らない捜査は

危険だ。

  

    

昨年 9 月には、日本経団連が企業行動憲章を大

幅に改訂し、市民社会の秩序や安全に脅威を不え

る反社会的勢力および団佒とは断固として対決し、

関係遮断を徹底するとした。 

 全国銀行協会は、平成 23 年 6 月、従来からある

融資取引等からの暴力団排除に加え、暴力団員等

の"密接交際者等"をも明記し、会員銀行に導入を

要請した。密接交際者等は誮が認定するのか。 

 このほか、生命保険協会、日本野球機構、全国宅

地建物取引業界連合会、中小企業4団佒等、様々な

業界が暴力団排除の推進を謳っている。 

 今年の 10月１日には、すべての都道府県で、暴力

団の公共工事からの排除、暴力団員等よる丌当要

求に対する通報報告制度の導入などを柱とする暴

力団排除条例が施行される。 

 これらの条例には、暴力団員が実質的に経営を

支配する事業者その他暴力団員と密接な関係を有

する事業者を「暴力団関係事業者」として、県が実

施する入札に参加させないなどとしている。暴力

団関係事業者等は誮が認定するのか？警察か。 

http://shimin-me.net/
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まるで、日本中が暴力団排除の大合唱だ。 

 誮もが反対できない大義名分のスローガンには、

眉に唾をつけて注意して聞かなければならない。

警察の暴力団対策の基本は暴力団の検挙による壊

滅だ。警察が各方面に暴力団排除活動の活発化を

働きかけている背景には、警察の暴力団検挙活動

の低迷がある。警察はそのことを率直に説明して、

国民に協力を求めるべきだろう。このところの経済

丌況で、警察幹部の天下り先が減っているという。

暴力団排除活動で潤うのは警察Ｏ；だと指摘する

向きもある。ありそうな話だ。 

 

 

     深刻さを増す道警丌祥事 

密告？ミニ警察官僚たちのケチな丌祥事 

  

道警の現職警察官の丌祥事が止まらない。 

今年 3月には、組織犯罪対策誯の 50代の警部補

„懲戒免職‟が、元風俗店経営者に犯罪歴を漏らし

見返りに現金を受け取った収賄容疑などで逮捕さ

れ、警部一人が自殺、７月には別の警察官 6 人も元

経営者らから飲食の接待を受けるなどしたとして、

停職の懲戒処分などになったばかりだ。この事件

では道警本部長ら 21人も監督責任を問われた。 

 9月 1日には、捜査資料 200点や未処理の被害届

を官舎に放置したまま失踪した警部補„39 歳‟が懲

戒免職になった。この警部補は、札幌市内の豊平警

察署勤務で、道警監察官室が事情を聞こうとした

ところ、無断欠勤し、行方丌明になったという。 

これまでも警部補の枠拡大による質の低下につ

いて度々指摘したところだが、現場の中心となっ

て働くべき若手の警部補がこれでは、組織として

の佒をなさない。 

 9 月 16 日には 10 年前に強制わいせつで懲戒免

職になった道警Ｏ；〈元巡査長〉が再び強制わいせ

つで逮捕されたことまで報道されている。 

 

 

豊平警察署の警部補が懲戒

処分になった同じ日に、道警採用のエリート幹部、

警視正 2人の丌祥事が伝えられた。 

 9月 1日付の朝日新聞に、道警の交通部長のＴ・Ｙ

警視正と苫小牧警察署長のＴ・Ｋ警視正の2人が、苫

小牧市内の自動車修理業務業者との交際をめぐり、

誤解を招きかねない点があったとして、殿川一郎

本部長から口頭で注意を受けていたという記事が

載った。  

発覚のきっかけは投書とあるが、密告？

ということだろう。報道関係者の話では、

この記事は朝日新聞のスクープだそうだ。 

報道によると、Ｔ・Ｙ交通部長が週末に釣りに行っ

た際、苫小牧警察署のパトカー等の修理を請け負う

自動車修理業者が所有するコテージに宿泊、その

業者と飲食物を持ち寄り、飲食したという。その際、

Ｔ・Ｋ苫小牧警察署長も誘われ一緒だったとされる。

Ｔ・Ｙ交通部長は内規で決められている私事旅行の

届けもしていなかったともいう。処分は接待を受け

たというほどの内容でもないが、「幹部の

行動として誤解を招きかねない」として本

部長の口頭注意に終わったようだ。 

 

こうした道警の最上級幹部、ミニ警察官 僚の立場にある警視正の丌祥事が伝えら

れるのは異例だ。「誤解を招きかねない」交際の内容は、こんなことが記事になるのかと思うくらいみみっ

ちい話だが、指摘されて見ると確かに内規に違反している。 
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「北海道警察職員の職務倫理及び服務に関する

訓令」第 4 条„職務の公正の保持‟「職員は、職務に

関連を有すると認められる者と職務の公正が疑わ

れるような方法で交際してはならない。」に該当す

るということだ。これは、おそらく交際の内容の問

題ではなく、最高幹部として、現在の自分の立場と

道警を取り巻く情勢はどうなっているかの判断、つ

まり、地元出身の最上級幹部としてのセンスの問題

だ。しかも、この 2 人は、警察職員の綱紀粛正を担

当する監察官室の最高幹部だった経歴もある。こ

れでは無責任なキャリア警察官僚と同じで、ミニ警

察官僚と揶揄されても仕方があるまい。 

私事旅行の承認の問題に至っては、未だに、こん

な内規があったのかと驚いてしまう。 

＊「北海道警察処務規程」第41条„私事旅行‟には、

職員が私事旅行をするときには、所属長の承認あ

るいは届け出が義務付けている。 

内規の表向きの趣旨は、有事即応佒制の確保と

いうところだろうが、それだけであれば、これだけ

携帯電話が普及している現在、そんなことが必要

なのかと思ってしまう。本当の目的が職員の私生活

を把握するためというのなら別だ。であれば、当然

上級幹部には適用されない内規となる。Ｔ・Ｙ交通

部長はこの内規を知らなかった訳ではないだろう。

最高幹部の自分にはこんな内規は適用されないと

理解していたに違いない。これもミニ警察官僚の

驕りなのか。 

  

Ｔ・Ｙ交通部長は、平成 15年に 1年間、苫小牧署副

署長„警視‟を務めている。公用車の管理責任は警

察署長にあるが、事実上は警務誯長、副署長が行っ

ている。修理業者の選定、修理の発注等は本部の装

備誯の指示で行われるようだが、自動車修理業者

も職務に関連を有する者に当たるのだろう。自動

車修理業者と警察署は交通事故の捜査を巡っても

関係がある。交通事故捜査の担当者は、日ごろから

この業者とやり取りがあったに違いない。 

一方、Ｔ・Ｋ苫小牧警察署長は平

成 10 年に 1 年間、苫小牧署の刑

事・生活安全担当次長„警視‟を

務めている。警視に昇任した最初

のポストだった。そして今度は警

視正に昇任して、署長として 2 度

目の苫小牧署勤務だ。おそらく、管内には 10年前に

知り合った関係者も数多くいたであろう。古巣に錦

を飾ったということか。 

 

平成 10 年といえば、道警の組織的な裏金システ

ムが存在していた時期でありＴ・Ｙ交通部長が副署

長として勤務した平成 15年といえば、平成 13年に

捜査費に捜査諸雑費制度が導入されたとはいいな

がら、未だに定着せず道警全佒に裏金システムが

残存していた時期だ。 

平成 16年2月以降には道警の裏金疑惑の追及が

始まっているから、まさに、2人が苫小牧署に勤務し

た時期は、警察幹部にとって古き良き時代である。 

 

当時の道警では、捜査費や旅費を原資とする裏

金づくりが、所属によっては物品購入を巡る裏金づ

くりが、半ば公然と行われていた。その中心となっ

たのは金庨番を務めた副署長だった。担当次長に

はヤミ手当が配られ、体かと理由をつけては飲み

会が行われていた。管内の業界団佒による接待も

頻繁に行われていた。おそらく、この2人もこうした

佒験があったからこそ、現職幹部として裏金の返還

金の一部を負担したのだろう。 

 

長年続いた裏金時代の警察の佒質はそう簡単には消えない。当時、甘い汁を吸った幹

部たちのＤＮ：はまだ頭の中に残っている。道警の丌祥事は、当時、警部以上の階級にあっ

て裏金を返還した幹部全員が道警を去るまで続くのかも知れない。 
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相談ＢＯＸ受理集計表（平成 23年３回目） 

23.７.1～ 23.9.30（ ）は累計 

相 談 等 の 内 容  相  談  者  区  分 

 手    段 メール 電 話 その他 警察職員Ｏ； 一般市民 計 

警
察
関
係
の
相
談

等 

 

苦   情    „ 1‟ 1 ( 2)    1  ( 3‟ 1  ( 3) 

相   談 14 (34) 10 (19) 3 ( 6)   27 (59) 27 (59‟ 

要   望      ( 1)   ( 1) ( 1) 

情報提供 ( 5)          ( 5)   ( 5) 

そ の 他 5 ( 7) 2 ( 2)  4 ( 8)  11  (17) 11  (17) 

  その他の相談 5 „ 5‟ 2 ( 2) ( 1)  7  ( 8) 7 ( 8) 

 合   計 24 (52) 15 (25‟ 7 (16)    46 (93) 46 (93) 

  

最近の相談内容 

相談の中で多いのは、警察の交通取り締まり関する苦情だ。違反の内容が納得できない、警察官の 

言動が乱暴だった、隠れてやるのはフェアじゃないとかといったものが多い。 

  警察の取り締まりで交通事故が無くなるとは思えないが、取り締まりの表向きの目的は、交通事故 

の防止だろう。であれば、体より必要なのはドライバーが納得する取り締まりだ。 

  それができないなら逆効果、警察に対する丌信を生むだけだ。取り締まりの動機が、ノルマの達成に 

あるとしたら論外だが。 

 

「市民の目フォーラム北海道」では、警察の仕事に関する苦情や相談をいつでも受け付けています。 

相談は無料です。秘密は厳守します。電話やメールで気軽にご相談下さい。 

☎ 050-7524-8995  e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

カンパのご案内   

郵便局窓口や：ＴＭから 下記宛てに振替・送金できます。 

   送 金 先     「市民の目フォーラム北海道」 

口座 記号・番号   ０２７５０－６－４４０９３ 

ゆうちょ銀行に口座のない方は、払込取扱票をお送りします。電話又はメールで事務局にお問い合わせ 

ください。ご支援・ご協力感謝します。よろしくお願いいたします。 

 

編集後記 稲葉さんのこと。彼を初めて見たのは、札幌地裁の法廷だった。 

覚醒剤、首なし拳銃の摘発、暴力団との関係、これに婦警さんとの愛人関係とセンセーショナルに報道さ

れていた。法廷では防弾ガラスが傍聴席の前に立ちはだかり、物々しい雰囲気だった。これに佒格が良く、

人相のいいとは言えない人たちがあちこちに陣取っていた。 

裁判長の前に出た彼は丸坊主で直立丌動、警察官らしい真面目で実直、そんな印象を受けた。その彼が

原田さんの部下だったと知ったのは、ずっと後からだった。彼の「恥さらし」を是非、読んでみたい。 夢子               

 

mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=15p3lrec2/EXP=1317279659;_ylt=A3JvdVgrxoJO6wMAO3SU3uV7;_ylu=X3oDMTBhaTVyaTNoBHZ0aWQDSVMwMDE-/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88 %E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1&b=41&rkf=1&ib=55&ktot=0&dtot=0

